
中央大学学員会東京荒川区支部規約 

 
（名称） 
第１条 本支部は、中央大学学員会東京荒川区支部（以下「本支部」という。）と称する。 
（事務所） 
第２条 本支部事務所は、支部長宅に置く。 
（目的） 
第３条 本支部は、会員相互の親睦と交流を図り、母校中央大学の発展とその使命達成に寄与す

ることを目的とする。 
（事業） 
第４条 本支部は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。 

一 会員親睦会、講演会、見学会等の開催 
二 会報及び会員名簿の発行 
三 母校評議員候補者等の推薦及びその他の連絡 
四 父母連絡会との交流 
五 母校の学生に対する指導後援 
六 その他本支部及び学員会の目的達成に必要な事業 

（会員） 
第５条 本支部の会員は、荒川区及び周辺に在住又は勤務する中央大学学員をもって組織する。 
２ 会員は、氏名、住所、職業、連絡先（電話）の変更があった場合は、速やかに支部長に通知

しなければならない 
（役員） 
第６条 本支部に次の役員を置く。 
 一 支部長 １名 
 二 副支部長 若干名 
 三 幹事長 １名 
 四 副幹事長 若干名 
 五 会計 ２名 
 六 会計監事 若干名 
 七 幹事 ３０名以内 
（役員の選任） 
第７条 支部長は、総会において会員中より選任する。 
２ 副支部長、幹事長、副幹事長、会計、会計監事及び幹事は、役員会において選任し、支部長

が委嘱する。 
（役員の任期） 
第８条 役員の任期は、２年とする。ただし、再任を妨げない。 
２ 役員が欠けたときの後任者の任期は、前任者の残任期間とする。 
３ 第 1 項の規定に関わらず、現役員は次期総会において新役員が選出されるまで、その職務を

継続するものとする。 
（役員の職務） 
第９条 支部長は、支部を代表し、会務を総括する。 
２ 副支部長は、支部長を補佐し、支部長に事故あるときは副支部長の互選によりその職務を代

行する者を定める。 
３ 幹事長は、総会及び第１３条に定める役員会において議決された事項、その他業務及び会務

を執行する。 
４ 副幹事長は、幹事長を補佐する。 



５ 会計は、本支部の会計を行う。 
６ 会計監事は、本支部の会計及び役員会の業務執行状況を監査し、その結果を定期総会におい

て報告する。 
（顧問、相談役並びに事務局） 
第１０条 本支部の円滑な運営を図るため、顧問、相談役並びに事務局を置くことができる。 
 ２ 顧問並びに相談役は、役員会に出席して意見を述べることができる。 
 ３ 事務局は、事務局長、事務局次長、事務局員で構成する。 
 ４ 支部長は、役員会の承認を得て顧問、相談役並びに事務局構成員を委嘱する。 
（総会） 
第１１条 本支部は、毎年定時総会を開催する。また、支部長が必要と認めたときは、臨時総会

を開催することができる。 
２ 定時総会は、第１５条に定める毎会計年度終了後３ヶ月以内に開催しなければならない。 
３ 総会は支部長が招集する。 
４ 総会の議事は、第１３条に定める役員会において互選された議長により行う。 
５ 総会の議事は、特別の定めがある場合を除き、出席会員の過半数で決し、可否同数のときは

議長の決するところによる。 
６ 総会に関する記録は、事務局が作成し、議長及び議長の指名した役員２人が署名のうえ、事

務局が保管する。 
（総会の議決事項） 
第１２条 総会は、次の各号に掲げる事項を審議、決定する。 
 一 支部長の選任 
 二 事業計画及び予算に関する事項 
 三 事業報告及び決算に関する事項 
 四 規約の改正、規定の制定及び改廃 
 五 その他本支部の運営に関して重要と思われる事項 
（役員会） 
第１３条 役員会は、支部長、副支部長、幹事長、副幹事長、会計、会計監事及び幹事をもって

構成する。 
２ 役員会は、必要に応じて支部長が招集する。 
３ 役員会は、支部長が議長となり、第４条に規定する事業その他本支部の事業の運営、執行に

ついて、協議決定する。ただし、日常的かつ軽易な事項は支部長が専決し、役員会に報告する。 
４ 役員会の議事は、出席議員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

ただし、会計監事は議決権を有しない。 
５ 役員会は、必要に応じて会員及び会員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。 
（会費） 
第１４条 会員は、年会費として３，０００円を毎年納入する。 
（会計年度） 
第１５条 本支部の会計は、毎年４月１日から翌年３月３１日までとする。 
（規約の改正） 
第１６条 この規約の改正は、役員会の議を経て、総会において出席会員の３分の２以上の同意

を得て改正することができる。 
附則 
（施行期日） 
１ この規約は、設立総会の日（平成３０年１１月１３日）から施行する。 
（任期の特例） 
２ この規約の施行後、第７条に定める役員の任期は、第８条の規定に関わらず、平成３２年３

月３１日までとする。 


